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木造住宅耐震に関するお知らせ地震から命を守る
ために

木造住宅耐震診断支援事業

　建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和 56
年に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、
旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しま
した。地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、
住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の所有者が希
望する場合に、市が専門知識を有する耐震診断員を派
遣し、耐震診断を行います。
▽対象住宅　市内にある、①～④の要件すべてに該当
する住宅
①昭和 56年５月 31日以前に建築されたもの／②一
戸建ての専用住宅または併用住宅（延べ面積の２分の
１以上を住宅の用に供し、かつそのほかの用途に供す
る部分の床面積が 50㎡以下であるものに限る）で地
上階数が２以下のもの／③一般構法（在来軸組構法）
または伝統的構法によって建築された木造住宅である
こと／④現在、居住している住宅であること
▽対象者　対象住宅の所有者
▽診断費用　申込者負担として、１戸あたり 8,000
円（延べ面積が200㎡以下の場合）
※ 200㎡を超える場合は 400㎡を上限に、申込者負
担の増額で対応します。
▽募集戸数　10戸（先着順）

木造住宅耐震改修促進事業補助金

　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事または

建替え工事に要する経費の一部を補助します。
▽対象住宅　市内にあり、「木造住宅耐震診断支援事
業」の対象要件①～③および下記の要件④⑤のすべて
に該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると診断された
もの（過去に耐震診断を行った住宅を含む）／⑤耐震
診断以降、増改築されていないもの
▽対象者　次の①および②の要件すべてに該当する者
①市内に住宅を所有し、かつ、当該住宅に現に居住す
る者（所有者の親族を含む）／②平成 27～ 28年度
まで市税等の滞納がない者
▽対象工事　
①耐震技術者（青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載
された者）が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う
工事（住宅全体の上部構造評点が１．０以上となる工
事）または建替え工事／②市内の施工業者等が行う工
事
※補助金の交付決定前に着手した工事は除きます。ほ
かにも条件がありますので、申請を希望する人は申請
書類を準備する前にお問い合わせください。
▽補助金額　補助対象経費に 23.0%を乗じて得た額
または82万 2,000 円のいずれか少ない額
▽募集戸数　２戸（先着順）
～共通事項～
▽募集期間　7月 1 日～ 11月 30日
※申請書は市ホームページに掲載しているほか、建築
指導課（市役所５階、窓口551）で配布。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40・7053）

Myひろさき創生市民会議の参加者を募集みんなでまちづく
りをしませんか

　本年度から、市の最上位計画である弘前市経営計画
の後半がスタートします。よりよい弘前市にするため
には、市民の皆さんと共にオール弘前体制で一体的な
まちづくりを進めていくことが必要であり、学生など
若い世代も含めて、幅広い世代の参画が求められてい
ます。そこで、これからのまちづくりのために、市民
の皆さんと意見交換をする懇談会を開催しますので、
弘前に対する皆さんの熱い思いをお聞かせください。 
▽とき　７月30日（土）、午後１時半～３時半
※第２回以降は別途お知らせします。
▽ところ　市民会館（下白銀町）大会議室

▽対象　市民または市内に通勤・通学する人
▽内容　市職員による市の取り組み説明や市民団体等
活動紹介の後、参加者の意見や感想を聞き、意見交換
します。
▽参加料　無料
▽申し込み方法　電話かファクスまたはＥメール（住
所・氏名・職業〈学校名〉、年齢〈学年〉、電話番号を
記入）で申し込みを。
■問い合わせ・申込先　ひろさき未来戦略研究セン
ター（☎ 40・7021、ファクス 35・7956、Ｅメー
ル hif@city.hirosaki.lg.jp）
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市民ができることは？
 

　最近の旅行スタイルは、団体型
から個人型へ変わってきており、
さらに、有名な観光地や名所旧跡
などを巡る物見遊山的な旅行か
ら、その土地ならではの「食」や「体
験」などを楽しみ、その土地に根
付く生活文化に触れる旅行が好ま
れるようになりました。そうした
中で、旅行者が見知らぬ土地の印
象を決めるのは、地元の人の親切
や心配りが一番のポイントとなり
ます。そこで、比較的簡単にでき
る「おもてなし」の事例を紹介し
ますので、個人・団体は問いませ
んので、この機会に積極的に取り
組んでみてはいかがでしょうか？

 記念写真を撮っている人を見
かけたら、代わりに撮ってあ
げましょう。

 店先や家の軒先などに、季節
の花を飾りましょう。

 街なかでガイドマップや時刻
表を見ている人を見かけた
ら、声を掛けてみましょう。

青森県・函館
デスティネーション
キャンペーン本番が
スタートします !!

【キャッチフレーズ】

【キャラクター】

青 函 Ｄ Ｃ の 目 的 と は ？

（函館山夜景 Ver.）（りんご Ver.）（かに Ver.）（五稜郭 Ver.）

　青森県と函館市をはじめとする北海道道南地域で、
平成 28年７月から９月までの３カ月間、「青森県・
函館デスティネーションキャンペーン（青函ＤＣ）」
が開催されます。平成27年７月から９月のプレＤＣ、
平成29年７月から９月のアフターＤＣを含めた３年
間がキャンペーン期間となります。
■問い合わせ先　観光政策課（☎35・1128）

　平成 28年３月 26日の北海道新幹線開業を契機と
し、自治体、観光関係団体、観光事業者などが一丸と
なって、地域の観光資源の掘起こしや磨き上げ、観光
客受入体制の整備・充実を図りながら、全国のＪＲグ
ループ６社の協力のもとに開催される青函ＤＣを活用
して、全国からの集中的な誘客や地域経済の活性化を
図るとともに、本キャンペーン以降も継続して観光振
興を推進する体制を確立することを目的としていま
す。

　「いくべぇ」は、青森県のＡの形を基調に、また、
青森県の「青」色を使ったキャラクターです。平成
22年２月から、青森デスティネーションキャンペー
ンをきっかけに、マスコットキャラクターとして青森
県の魅力を多くの人にＰＲしてきました。これからは、
青森県と北海道道南地域にちなんだ帽子やかぶり物を
付けて、２つのエリアを紹介・案内します。

　青森県と北海道道南地域は、深い交流があり、さまざ
まな文化・観光資源があります。２つのエリアを周遊す
る旅のメリットを「１つの旅（ひと度）で２つの旅＝ひ
と旅ふた旅」と表現し、１つの旅で２つのエリアを巡る
ことにより、深みのある旅の思い出を作ってほしいとい
う願いを込めたキャッチフレーズとしました。

青森県・函館ＤＣのキャッチフレーズと
キャラクターを紹介！

津軽弁で
ＯＫ！

市民一人一人の心配りで、弘前ファンを増やそう !!

 観光バスやリゾート列車を見
かけたら手を振ってみましょ
う。


